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かがやく未来型中小企業応援事業 審査要領 

 

（審査会の目的） 

第１条 この要領は、かがやく未来型中小企業応援事業支援対象企業採択審査委

員会設置要領第６条の規定に基づき、かがやく未来型中小企業応援事業の採択

対 象 企 業 の 適 正 か つ 公 正 な 選 考 を 行 う た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的

とする。 

 

（審査方法及び審査項目） 

第２条 審査は、事前に提出された事業計画書及び審査会開催当日のプレゼンテーショ

ンの内容に対して、各委員それぞれ、次の各号の審査項目毎に判断・評価・採点した

上で、一定の点数に達した者のうち、上位の者から予算の範囲内で採択企業として選

定する。 

一 事業目的・内容の妥当性  

申請企業の取組の目的・内容が、市場動向や自社の経営資源等の分析に基づき、

適切で妥当なものであるかを評価する。  

二 事業の新規性・革新性  

申請企業の取組が、業種や地域での普及程度を勘案して、新規性・革新性が高い

ものであるかを評価する。  

単なる事業拡大（増産）や既存設備の更新による作業効率向上に伴う生産性向上の

みの取組は、評価する上で低位な評価とする。  

三 事業内容の地域課題等への貢献  

申請企業の取組が、女性活躍や人口減等の地域課題の解決や社会的ニーズへの対応

に寄与するものであるかを評価する。  

四 実現可能性  

申請企業の取組が、ビジネスとして実現性・継続性が高く、当該企業において実

行可能で、かつ目標の指標が妥当なものであるかを評価する。  

五 地域経済への波及効果  

当該企業の取組が、地域経済への波及効果をもたらすものであるかを評価する。  

六 雇用拡大への貢献  

当該企業の取組が、将来の雇用の拡大や、従業員の賃金等の待遇改善に結びつく

と見込まれるものであるかを評価する。  

２ 前項の審査は、業種の特性を考慮して実施することとする。  

３ 第１項の審査において、意見が分かれたときは、委員の過半をもって決定する。ま

た、委員の賛否が同数の場合は、委員長の裁定をもって決定するものとする。 
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（審査基準） 

第３条 前条第１項の採点にあたっては、５段階の評価とし、次の基準による配点とす

る。 

点数 内  容 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

たいへんよい 

よい 

適当である 

やや問題がある 

不適  

 

（審査における加点） 

第４条 第２条第１項の審査の際、第四次産業革命に類する技術の活用及び中小

企業経営強化法による計画の承認がある場合は、以下の点数を事務局で加点す

る。 

   IoT 等先進技術の活用等・・・２点 

   経営強化法の計画の承認・・・１点 

 

（意見） 

第５条 第２条第１項の審査の際、必要に応じて、審査項目ごとに評価の根拠となった

意見や、今後の事業化の参考とすべき意見を審査票に記載するものとする。 

２ 前項の意見及び第２条第１項の合議の際の意見を踏まえ、必要に応じて、判定内容

に審査会の意見を付すことができる。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


